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(57)【要約】
【課題】施工性に優れた小屋裏空間を住戸間の界壁に沿
って間仕切る小屋裏用界壁パネル及びその施工方法を提
供する。
【解決手段】最も下方を水平にのびる下枠材２ａ１を含
む複数かつ鋼製の枠材を連結することにより形成された
フレーム枠２と、該フレーム枠２の両側に添設された耐
火性を有する面材３とを有するパネル構造を有し、しか
も前記両側の面材３の下縁３ｅの少なくとも一部が、下
枠材２ａ１に達することなく終端することにより、前記
面材の下縁３ｅと前記下枠材との間に、両側の面材３を
貫通する足場板架け渡し用の開口部６を有することを特
徴とする小屋裏用界壁パネル１である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最も下方を水平にのびる下枠材を含む複数かつ鋼製の枠材を連結することにより形成さ
れたフレーム枠と、該フレーム枠の両側に予め添設された耐火性を有する面材とを有する
パネル構造をなし、しかも
　前記両側の面材の下縁の少なくとも一部が、前記下枠材に達することなく終端すること
により、前記面材の下縁と前記下枠材との間に、前記両側の面材を貫通する足場板架け渡
し用の開口部を有することを特徴とする小屋裏用界壁パネル。
【請求項２】
　前記開口部は、５０～１００mmの高さを有する請求項１記載の小屋裏用界壁パネル。
【請求項３】
　前記開口部は、前記下枠材と実質的に等しい長さを有する請求項１又は２記載の小屋裏
用界壁パネル。
【請求項４】
　請求項１ないし３に記載された小屋裏用界壁パネルを小屋裏空間に配する施工方法であ
って、
　一対の小屋裏用界壁パネルを、それらの下部側に設けられた下側金物を住戸を間仕切る
向き合う界壁パネル、外壁又は柱に固定することにより、距離を隔てて向き合わせて固定
する工程と、
　前記小屋裏用界壁パネルの向き合う前記開口部に足場板を架け渡す工程と、
　前記足場板を用いて小屋裏用界壁パネルの上部側に設けられた上側金物を屋根部材に接
合する工程と、
　前記足場板を取り外した後、前記小屋裏用界壁パネルの前記開口部を耐火性を有する面
材で閉止する工程とを含むことを特徴とする小屋裏用界壁パネルの施工方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばアパート等の集合住宅の小屋裏空間を住戸間の界壁に沿って間仕切る
小屋裏用界壁パネル及びその施工方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アパートなどの集合住宅では、隣接する住戸間での延焼を防止するために、各住戸間を
間仕切る界壁のみならず、屋根と天井との間の空間である小屋裏空間についても準耐火構
造で間仕切ることが法律によって義務付けられている。
【０００３】
　従来、このような小屋裏空間の間仕切りとして、種々の方法が提案されている。例えば
、現場にて小屋裏空間に下地用の木質材からなる束材等を組み立て、その両側面に石膏ボ
ード等の面材を例えば釘打ち等にて貼り付けることにより施工する方法が知られている。
しかしながら、このような施工は、高所の限られた狭い作業空間で行われるため、作業効
率が悪いという問題がある。
【０００４】
　また、小屋裏用界壁として、鋼製の枠材で予め枠組されたフレーム枠を用い、その両側
に面材を添設することも提案されている（下記特許文献１参照）。しかしながら、このも
のにおいても、現場にて面材をフレーム枠に貼り付けする工程が必要になる。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－３４３６９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上のような実情に鑑み案出なされたもので、フレーム枠と該フレーム枠の
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両側に添設された面材とを有するパネル構造を有し、しかも面材の下縁の少なくとも一部
を前記下枠材に達することなく終端させることにより、面材の下縁と前記下枠材との間に
足場板架け渡し用の開口部を設けることを基本として、現場での高所作業、例えば屋根部
材との接合作業を能率良く行いうる小屋裏用界壁パネル及びその施工方法を提供すること
を主たる目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明のうち請求項１記載の発明は、最も下方を水平にのびる下枠材を含む複数かつ鋼
製の枠材を連結することにより形成されたフレーム枠と、該フレーム枠の両側に予め添設
された耐火性を有する面材とを有するパネル構造をなし、しかも前記両側の面材の下縁の
少なくとも一部が、前記下枠材に達することなく終端することにより、前記面材の下縁と
前記下枠材との間に、前記両側の面材を貫通する足場板架け渡し用の開口部を有すること
を特徴とする小屋裏用界壁パネルである。
【０００８】
　また請求項２記載の発明は、前記開口部は、５０～１００mmの高さを有する請求項１記
載の小屋裏用界壁パネルである。
【０００９】
　また請求項３記載の発明は、前記開口部は、前記下枠材と実質的に等しい長さを有する
請求項１又は２記載の小屋裏用界壁パネルである。
【００１０】
　また請求項４記載の発明は、請求項１ないし３に記載された小屋裏用界壁パネルを小屋
裏空間に配する施工方法であって、一対の小屋裏用界壁パネルを、それらの下部側に設け
られた下側金物を住戸を間仕切る向き合う界壁パネル、外壁又は柱に固定することにより
、距離を隔てて向き合わせて固定する工程と、前記小屋裏用界壁パネルの向き合う前記開
口部に足場板を架け渡す工程と、前記足場板を用いて小屋裏用界壁パネルの上部側に設け
られた上側金物を屋根部材に接合する工程と、前記足場板を取り外した後、前記小屋裏用
界壁パネルの前記開口部を耐火性を有する面材で閉止する工程とを含むことを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る小屋裏用界壁パネルは、フレーム枠と、該フレーム枠の両側に添設され
た面材とが予め一体化されたパネル構造をなす。従って、このような界壁パネルを界壁に
沿って小屋裏空間に固定することにより、簡単に小屋裏空間の耐火間仕切り構造を施工す
ることが可能になる。
【００１２】
　しかも請求項１に係る小屋裏用界壁パネルは、フレーム枠の最も下方を水平にのびる下
枠材と面材の下縁との間に、該面材を貫通する足場板架け渡し用の開口部が設けられてい
る。このため、例えば、該小屋裏用界壁パネルを、小屋裏空間に向き合わせて配すること
により、前記開口部に足場板を水平に架け渡しできる。従って、特別な足場などを架設す
ることなく、該足場板を利用して小屋裏内での高所作業、例えば小屋裏用界壁パネルと屋
根部材との接合作業などを能率良く接合できる。
【００１３】
　また、請求項５に係る小屋裏用界壁パネルの施工方法では、特別な足場等を架設するこ
となく小屋裏用界壁パネルの開口部間に架け渡された足場板を利用し、該小屋裏用界壁パ
ネルの上部側に設けられた上側金物と屋根部材とを容易に接合できる。また、屋根部材と
小屋裏用界壁パネルとの接合の後は、小屋裏用界壁パネルの前記開口部が耐火性の面材で
閉止されるので、前記開口部からの延焼を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の一形態を図面に基づき説明する。
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　図１には、小屋裏用界壁パネル１の正面図、図２にはそのＡ－Ａ断面がそれぞれ示され
る。本実施形態の小屋裏用界壁パネル１は、例えば図３に示されるように、プレハブ式の
集合住宅Ｆの小屋裏空間を、例えば住戸Ａ、Ｂ及びＣの居室空間を区分する２つの界壁Ｗ
ｉに沿って間仕切る際に好適に利用される。
【００１５】
　図１及び図２に示されるように、小屋裏用界壁パネル１は、鋼製の複数の枠材を接合す
ることにより形成されたトラスからなるフレーム枠２と、該フレーム枠２の両側に予め工
場等で添設された面材３とを有するパネル構造体として形成される。
【００１６】
　本実施形態において、前記フレーム枠２は、直角三角形状に枠組みされた外枠部２Ａと
、該外枠部２Ａの内部を上下にのびる縦桟２Ｂと、前記外枠部２Ａの内部を斜めにのびる
斜桟２Ｃとがそれぞれ接合されて構成される。
【００１７】
　前記外枠部２Ａは、最も下方を水平にのびる下枠材２ａ１と、該下枠材２ａ１の一端か
ら垂直方向にのびる縦枠材２ａ２と、前記下枠材２ａ１の他端と前記縦枠材２ａ２の上端
との間を本実施形態では直線状かつ斜めにのびる上枠材２ａ３とを含み、かつ、これらを
互いに接合することにより直角三角形状に構成される。ここで、「最も下方」とは、該小
屋裏用界壁パネル１を使用時の状態に保持したときの「最も下方」の意である。
【００１８】
　前記各枠材２ａ１ないし２ａ３は、例えば溝型鋼からなり、各々の溝部を内側に向けて
接合される。同様に、前記縦桟２Ｂ及び斜桟２Ｃも、例えば溝型鋼が採用される。
【００１９】
　フレーム枠２の輪郭形状は、使用する小屋裏用空間の形状等に基づいて適宜変形できる
のは言うまでもない。例えば、図４に示されるように、下枠材２ａ１と、その両端からそ
れぞれ垂直方向に異なる高さでのびる縦枠材２ａ２と、各縦枠材２ａ２の上端を水平な直
線部と傾斜部とを含む折れ曲がり状の上枠材２ａ３とからなる略五角形状でも良い。また
、これ以外にも、矩形状や台形状（ともに図示せず）でも良いのは言うまでもない。
【００２０】
　また、図１及び図２に示されるように、本実施形態では、前記フレーム枠２の両側に、
木質下地４を介して前記面材３が固着される。該木質下地４は、前記下枠材２ａ１と平行
にのびるとともに該下枠材２ａ１と重なることなくそれよりも上部の位置をのびる下の下
地材４ａと、前記縦枠材２ａ２と平行かつこれと重ねられた縦の下地材４ｂと、前記上枠
材２ａ３と平行かつこれと重ねられた上の下地材４ｃとを枠組みしてフレーム枠２と近似
した直角三角形状に構成される。なお、木質下地４は、例えば接着及び／又はボルト等に
よって前記外枠部２Ａに固着される。
【００２１】
　前記面材３は、耐火性を有するものであれば特に限定されることなく種々の材料が採用
でき、例えばけい酸カルシウム板、スラグ石膏板、繊維強化セメント板及び／又は繊維混
入スラグ石膏系セメントパーライト板などが望ましい。本実施形態の面材３は、内側に配
された内の面材３ｉと、その外側に重ねて配される外の面材３ｏとを含む２層構造を有す
る。これらは同一の材料でも良いしまた異なる材料を複合しても良い。また、各面材３ｉ
、３ｏは、適宜小分割された板状片を前記木質下地４に例えば釘ｎ（図２に示す）等によ
って予め固着される。これにより、木質下地４が囲む三角形状の空間は、前記面材３によ
って完全に閉じられる。なお、両側の面材３、３で挟まれる空間内には、予めロックウー
ル等の断熱材（図示省略）が充填されるのが望ましい。
【００２２】
　また、図５に示されるように、小屋裏用界壁パネル１には、各種の金物が予め一体に設
けられる。本実施形態において、小屋裏用界壁パネル１には、外枠部２Ａの上部側に設け
られかつ図３に示される屋根パネルＲと接合される上側金物１０と、前記外枠部２Ａの下
部側に設けられかつ前記住宅Ｆの界壁Ｗｉ、外壁Ｗｏ及び／又は柱１５の上部側に接合さ
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れる下側金物１１とが設けられる。
【００２３】
　前記上側金物１０は、本実施形態では、上枠材２ａ３の最も高い位置に設けられた第１
の上側金物１０ａと、その近傍でかつそれよりも低所に設けられた第２の上側金物１０ｂ
とを含む。ただし、上側金物１０は、３つ以上設けられても良いのは言うまでもない。こ
れらの第１及び第２の上側金物１０ａ及び１０ｂは、上枠材２ａ３の外面に予め溶着され
れた平板状をなすとともに、屋根パネルＲと接合するためのボルト（図示省略）が通る複
数の孔が形成されている。
【００２４】
　また下側金物１１は、本実施形態では、上枠材２ａ３と下枠材２ａ１との接合部近傍に
設けられた第１の下側金物１１ａを含む。第１の下側金物１１ａは、上枠材２ａ３の外面
などに予め溶着されるとともに、複数のボルト孔が設けられた板状で構成される。なお、
図示していないが、下枠材２ａ１の他端側（縦枠材２ａ２側）には、例えば裏面にナット
が溶着されたボルト孔（図示省略）が穿設されるが、これに代えて第２の下側金物（図示
省略）が設けられても良い。
【００２５】
　さらに、本実施形態の小屋裏用界壁パネル１は、図１及び図２に示されるように、前記
両側の面材３の下縁（最も下の縁）３ｅの少なくとも一部、本実施形態では全部が、フレ
ーム枠２の下枠材２ａ１に達することなく終端する。これにより、面材３の下縁３ｅと下
枠材２ａ１との間に、両側の面材３、３を貫通する足場板架け渡し用の開口部６が形成さ
れる。なお、該開口部６を除く他の部分は、実質的に面材３によって全て覆われる。
【００２６】
　本実施形態では、面材３の下縁３ｅから木質下地４が僅かに下方にはみ出して設けられ
るので、前記開口部６は、実質的に木質下地４の下の下地材４ａとフレーム枠２の下枠材
２ａ１との間に形成される。ただし、このような実施形態に限定されるものではない。従
って、開口部６は、一定の開口高さｈでかつ実質的に下枠材２ａ１と等しい長さで形成さ
れる。ただし、開口部６は、このような態様に限定されるものではなく、開口部６は、下
枠材２ａ１の実質的な全幅をのびることなく、それよりも小さく形成されても良い。
【００２７】
　以上のように構成された本実施形態の小屋裏用界壁パネル１の施工方法の一例について
図３に示した流れ屋根を有する前記集合住宅Ｆを例に挙げて説明する。該住宅Ｆは、外壁
Ｗｏ及び居室空間を区切る界壁Ｗｉがいずれも大型パネルＰで形成される。なお、図３で
は、界壁Ｗｉの一部には面材が貼り付けられていない態様が示される。
【００２８】
　本実施形態では、先ず、図３に示されるように、予め外壁Ｗｏ及び界壁Ｗｉが建て込ま
れた構造体に対し、一対の前記小屋裏用界壁パネル１を、それらの下側金物１１を住戸を
間仕切る向き合う界壁Ｗｉ、外壁Ｗｏ又は柱１５に固定することにより、向き合わせて配
する工程が行われる。
【００２９】
　小屋裏用界壁パネル１は、例えば図示しないクレーン等で吊り下げられ又は作業者によ
って前記家屋内の所定の位置へと搬入される。また、本実施形態では、図５に示されるよ
うに、現場において、フレーム枠２の下枠材２ａ１の下面に木質の下地材１２がボルト等
によって一体に固着される。そして、図６（ａ）に示されるように、小屋裏用界壁パネル
１の第１の下側金物１１ａが外壁Ｗｏの上端に固定された取付金物Ｊ１にボルトを用いて
固着される。また、図６（ｂ）に示されるように、小屋裏用界壁パネル１の下枠材２ａ１
の他端側（縦枠材２ａ２側）は、例えば柱１５の上に設けられた柱状金物Ｊ２にボルトに
て固定される。なお必要により、ブレース等を用いて小屋裏用界壁パネル１の直立状態が
保持されても良い。
【００３０】
　さらに、図７に示されるように、小屋裏用界壁パネル１の下枠材２ａ１に下面に固着さ
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れた下地材１２は、界壁Ｗｉの上枠材１４の上面に載置されかつ釘ｎによって固定される
。このように、小屋裏用界壁パネル１を互いに向き合わせて配することにより、図３に示
されるように、小屋裏空間に前記開口部６を同高さでかつ向き合わせて配置できる。
【００３１】
　次に、図８に示されるように、前記小屋裏用界壁パネル１の向き合う前記開口部６に足
場板７を架け渡す工程が行われる。即ち、足場板７の両端部をそれぞれ小屋裏用界壁パネ
ル１の開口部６に挿入しかつそれらの下枠材２ａ１で保持させることにより、足場板７を
住戸Ｂ内に水平に架け渡しできる。
【００３２】
　足場板７の挿入を容易とするために、小屋裏用界壁パネル１に形成される前記開口部６
の開口高さｈは、好ましくは５０mm以上、より好ましくは６０mm以上が望ましい。他方、
開口部６の開口高さｈが大きすぎると、後に現場にて開口部６を閉止する工程が煩雑化し
、生産性を悪化させるおそれがあるので、好ましくは１００mm以下に抑えるのが望ましい
。なお、開口部６は、作業中における点検窓としても利用しうる点で望ましい。
【００３３】
　しかる後、前記足場板７上に位置する作業者により、図９に示されるように、小屋裏用
界壁パネル１の上側金物１０と屋根パネルＲとの接合が行われる。即ち、上側金物１０と
屋根パネルＲとの接合が、足場板７の上に位置する作業者によって小屋裏側からかつボル
トを用いて行いうる。
【００３４】
　屋根パネルＲと小屋裏用界壁パネル１との接合作業は、天井の施工に先立ち行われるの
で、開口部６が無いと、特別な足場の設置や大型の脚立などが必要である。また、従来で
は、面材３が現場にてトラス枠などに貼り付けられていたため、該トラスなどを足場とし
て作業が行えたが、小屋裏用界壁パネル１のように大部分が予め面材３で覆われているも
のではこのような作業も行うことができないが、本実施形態では、小屋裏用界壁パネル１
を用いつつも小屋裏内での高所作業を能率良く行い得る点で特に望ましい。
【００３５】
　また本実施形態の開口部６は、小屋裏用界壁パネル１の下枠材２ａ１と実質的に等しい
長さを有するため、２以上の上側金物１０ａ、１０ｂが設けられている場合でも、それに
合わせて足場板７の位置を自在に調節することができる。従って、種々の位置で高所作業
を能率良く行える。
【００３６】
　屋根パネルＲと小屋裏用界壁パネル１の上側金物１０との接合を終えると、前記足場板
７が小屋裏用界壁パネル１、１間から取り外される。しかる後、小屋裏用界壁パネル１の
前記開口部６を面材で閉塞する工程が行われる。これにより、小屋裏用界壁パネル１の開
口部６を経由した延焼などを防止できる。該工程は、種々の方法で行われてもよいが、例
えば図１０及び図１１に示されるように、界壁Ｗｉに添設される耐火性の面材２０を用い
るのが能率的である。即ち、界壁Ｗｉに添設される面材２０の上縁２０ａを小屋裏用界壁
パネル１の面材３の下縁３ｅまで延在させることにより、工数を増加させることがない。
従って、さらに施工性が向上する。なお、図１１に示されるように、小屋裏用界壁パネル
１と屋根パネルＲとの間も高い性の面材２１によって閉止される。
【００３７】
　以上本発明の実施形態について詳述したが、本発明は上記実施形態に限定されることな
く本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の態様に変更して実施しうるのは言うまで
もない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本実施形態の小屋裏用界壁パネルの正面図である。
【図２】そのＡ－Ａ断面図である。
【図３】集合住宅の部分斜視図である。
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【図４】他の実施形態を示す小屋裏用界壁パネルの正面図である。
【図５】小屋裏用界壁パネルの斜視図である。
【図６】（ａ）、（ｂ）は小屋裏用界壁パネルの施工方法の一例を示す斜視図である。
【図７】小屋裏用界壁パネルの施工方法の一例を示す断面図である。
【図８】小屋裏用界壁パネルの施工方法を示す住宅の斜視図である。
【図９】小屋裏用界壁パネルの施工方法の一例を示す断面図である。
【図１０】小屋裏用界壁パネルの施工方法の一例を示す断面図である。
【図１１】仕上がり状態を示す小屋裏用界壁パネルの断面図である。
【符号の説明】
【００３９】
１　小屋裏用界壁パネル
２　フレーム枠
２ａ１　下枠材
２ｂ３　上枠材
３　面材
３ｅ　面材の下縁
６　足場板架け渡し用の開口部
７　足場板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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